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熱中症特別警戒アラ－ト発表時の対応について 
 

 近年、広域的に過去に例のない危険な暑さ等となることが報告されています。これは、人の健康
に係る重大な被害が生じる恐れがあるためです。そこで、危険な暑さから身を守るため、熱中症運
動指針をもとに下記のとおり対応します。 
ご家庭でも熱中症について話し合い、ご確認いただくとともに、ご理解、ご協力をよろしくお願

いいたします。 
 

記 

 

■ 授業日に「熱中症特別警戒アラ－ト」が発表された場合。 

※ 「熱中症特別警戒アラ－ト」の発表は、前日１４時に発表。 
   （環境省熱中症予防サイトで確認できます。） 

    

   

  

 〇 臨時休校とする。 

 

■ 夏季休業中に「熱中症特別警戒アラ－ト」が発表された場合。 

 ○ 登校日の登校はしない。 

 ○ 陸上練習は中止。 
■ 下の環境省の示す指針を元に、学校では屋外での運動・水泳学習・外遊びを中止の基準と
しています。これ以外に、熱中症警戒アラート(WBGT33)、熱中症特別警戒アラート
(WBGT35)が都道府県に発表される場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 必要に応じて、学校情報配信アプリ（Home＆School）で連絡いたします。熱中症情
報等の詳細については、テレビ、ラジオ、インターネット等で情報をご確認ください。 
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「熱中症特別警戒アラ－ト」とは・・・ 

翌日の日 最高暑さ指数（ＷＢＧＴ）が３５（予測値）に達する危険な暑さ等になり、人の健

康に係る重大な被害が出るおそれがある場合に発表されます。 


